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※「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び 

定款第１６条の規定に基づき、インターネット上の当行ウェブサイト 

（https://www.howabank.co.jp/）に掲載することにより、株主の皆さま 

に提供しております。 

※なお、参考資料として、「貸借対照表」「損益計算書」についても掲載して 

おります。 
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第１０７期 
2024 年４月 １日から 

2025 年３月 31 日まで 株主資本等変動計算書 

（単位：百万円） 
 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自 己 株 式 
株 主 資 本 
合 計 資 本 

準備金 

そ の 他 
資 本 
剰 余 金 

資 本 
剰 余 金
合 計 

利 益 

準備金 

そ の 他
利 益 
剰 余 金 

利 益 
剰 余 金
合 計 

繰 越 
利 益 
剰 余 金 

当期首残高 13,495 11,352 7,997 19,349 1,208 8,233 9,441 △6,503 35,783 

当期変動額          

剰余金の配当     66 △399 △332  △332 

当期純利益      1,037 1,037  1,037 

自己株式の取得        △1,695 △1,695 

自己株式の消却   △7,997 △7,997  △108 △108 8,105 － 

土地再評価差額金の取崩      119 119  119 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

         

当期変動額合計 － －  △7,997 △7,997 66 649 715 6,410 △870 

当期末残高 13,495 11,352 － 11,352 1,274 8,882 10,157 △93 34,912 

 

 評価・換算差額等 

純 資 産 合 計 そ の 他 有 価 証 券 
評 価 差 額 金 

土地再評価差額金 
評 価 ・ 換 算 
差 額 等 合 計 

当期首残高 388 995 1,384 37,167 

当期変動額     

剰余金の配当    △332 

当期純利益    1,037 

自己株式の取得    △1,695 

自己株式の消却    － 

土地再評価差額金の取崩    119 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△2,107 △133 △2,240 △2,240 

当期変動額合計 △2,107 △133 △2,240 △3,111 

当期末残高 △1,718 862 △856 34,056 
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個別注記表 

 

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１． 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

２． 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及

び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法

により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３． 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに 2016 年４

月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物：34 年～50 年 

その他： ４年～20 年 

(2) 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(５

年)に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により

償却しております。なお、残存価額については零としております。 

４． 繰延資産の処理方法 

株式交付費は、その他資産に計上し、３年で定額法により償却しております。 

５． 引当金の計上基準 

（1） 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会

銀行等監査特別委員会報告第４号2022年４月14日。以下「銀行等監査特別委員会報告第４号」という。)に規定する正

常先債権及び要注意先債権に相当する債権のうち、銀行等監査特別委員会報告第４号に規定する要管理先債権及び債

務者の条件変更の有無、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に基づいてグルーピングされた異なる信用リスクを有する要注意

先債権(以下「要管理先債権等」という。)については今後３年間の予想損失額、その他の債権については今後１年間の予想

損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、要管理先債権等は３年間、その他の債権は１年間の貸倒実績を基礎とした

貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しており

ます。 

また、要管理先債権を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに

係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子

率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。 

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し

た残額に対し、今後３年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、主に３年間の貸倒実績を基礎とした

貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しており

ます。 

また、破綻懸念先債権を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者及び当該大口債務者に該当しない債務者の

うち、与信額が一定額以上で特に信用リスクが高い債務者については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除した残額に対し、合理的に見積られたキャッシュ・フローにより回収可能な部分を当該残額から除いた額を

貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー控除法）により計上しております。 

実質破綻先債権及び破綻先債権に相当する債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額か

ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 
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すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し、当該部

署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、実質破綻先債権及び破綻先債権のうち担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回

収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,313百万円であ

ります。 

（2） 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する

額を計上しております。 

（3） 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、必要額を計上しております。当事業年度末においては、年金資産の額が退職給付債務から未認識項目の合計額を控除

した額を超過しているため、前払年金費用として貸借対照表に計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給

付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、数理計算上の差異の

損益処理方法は次のとおりであります。 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

６． 収益及び費用の計上基準 

当行の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主

に約束したサービスを顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額等で収益を認識しております。 

７． 消費税等の会計処理 

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

８． 投資信託の解約・償還に伴う損益 

投資信託の解約・償還に伴う損益については、解約益及び償還益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」とし

て、解約損及び償還損の場合は「有価証券利息配当金」を減額して計上しております。 

ただし、投資信託の期中収益分配金等が全体で損となる場合は、「その他業務費用」の「国債等債券償還損」に計上しておりま

す。 

 

重要な会計上の見積り 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響

を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

貸倒引当金  

(1)当事業年度に係る計算書類に計上した額 貸倒引当金 4,429百万円 

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報  

①算出方法 

貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「５．引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載しております。なお、当

事業年度における予想損失額の算定には、将来見込み等必要な修正は加えておりません。 

②主要な仮定  

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績等の見通し」であります。 

「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績等の見通し」においては、債務者が策定した経営改善計画等の合理性及

び実現可能性等も踏まえて、将来の業績等の見通しを仮定しております。 

③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響  

上記、貸出先の将来の業績等の見通しには、不確実性が伴います。従って、当初の見積もりに用いた仮定が想定より変化し

た場合には、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

会計上の見積りの変更 

当行は経営の基本方針に「地域への徹底支援による地元経済の活性化」を掲げ、厳しい経営環境下にある中小企業・小規模事

業者の債務者への積極的な経営改善支援を実施しておりますが、コロナ禍が収束し経済活動が正常化する中で、物価、人件費及

び金利上昇等により、今後、債務者の業況の急激な悪化が懸念されます。  

そのため、外部環境等の変化の影響をより受けやすい破綻懸念先債権を有する債務者に対して、信用リスクの程度に応じた適切

な貸倒引当金を計上するための手法及び体制の検討を進めてまいりました。 

その結果、当該貸倒引当金を計上するための手法及び体制を構築できたことから、貸倒引当金に関する見積りの変更を行っており
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ます。  

具体的には、破綻懸念先債権を有する債務者のうち与信額が一定以上で特に信用リスクが高い債務者に係る貸倒引当金につい

ては、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求める方法から、キャッシュ・

フロー控除法に変更しております。 

この見積りの変更により、当事業年度末の貸倒引当金繰入額及び貸倒引当金は386百万円増加し、経常利益及び税引前当

期純利益は同額減少しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係) 

１． 関係会社の出資金総額 188 百万円 

２． 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照

表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債

の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、「その他資産」中の未収利

息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合の

その有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額  1,653 百万円 

危険債権額                    20,960 百万円 

要管理債権額                          982 百万円 

三月以上延滞債権額                 －   

貸出条件緩和債権額             982 百万円 

小計額                        23,597 百万円  

正常債権額                   408,718 百万円 

合計額                      432,315 百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経

営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元

本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであり

ます。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の

返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険

債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、

危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。 

上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３． 手形割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形

等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、960 百万円であります。 

４． 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産  有価証券   4,663百万円 

                貸出金     1,830百万円 

担保資産に対応する債務 預金       632百万円 

上記のほか、公金収納及び内国為替決済等の取引の担保として、預け金59百万円、有価証券6,554百万円を差し入れて

おります。 

また、その他の資産には、保証金4百万円が含まれております。 

５． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定さ

れた条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未

実行残高は、28,997 百万円であります。このうち契約残存期間が 1 年以内のものが 28,955 百万円であります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキ

ャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事

由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられており

ます。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内

手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

６． 土地の再評価に関する法律（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  1998年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 



 

6 
 

土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価

後の帳簿価額の合計額との差額1,571百万円 

７．有形固定資産の減価償却累計額 5,665 百万円 

８．有形固定資産の圧縮記帳額 520 百万円 

９．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は

2,435 百万円であります。 

１０． 取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額 0 百万円 

 

（損益計算書関係） 

１. 「その他の経常費用」には、責任共有制度負担金 94 百万円を含んでおります。 

２. 減損損失 

   当行は以下の資産について減損損失を計上しております。 

 

 

 

 

 

 

上記の資産は、使用方法の変更により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。 

当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の

物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用資産としております。 

なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額であります。正味売却価

額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フローを 4.87％～5.05％で割り

引いて算定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 主な用途 種類 減損損失 
  

うち土地 うち建物 

大分県内 営業用不動産４カ所 土地、建物 211百万円 205百万円 6百万円 

大分県内 遊休不動産１カ所 土地 4百万円 4百万円 －百万円 
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（株主資本等変動計算書関係) 

１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株）   

 当事業年度 
期首株式数 

当 事 業 年 度 
増 加 株 式 数 

当 事 業 年 度 
減 少 株 式 数 

当事業年度末 
株 式 数 

摘 要 

発行済株式      

 普 通 株 式 5,944 － － 5,944  

 Ｂ種優先株式 3,000 － － 3,000  

 Ｄ種優先株式 1,600 － － 1,600  

 Ｅ種優先株式 799 － 799 － （注）1 

 Ｆ種優先株式 1,000 － － 1,000  

 合 計 12,344 － 799 11,544  

自己株式      

 普 通 株 式 49 0 － 50 （注）2 

 Ｅ種優先株式 630 169 799 － （注）3 

 合 計 679 170 799 50  

（注）１．Ｅ種優先株式の発行済株式数の減少 799 千株は、自己株式の消却によるものです。 

２．普通株式の自己株式数の増加 0 千株は、単元未満株式の買取によるものです。 

３．Ｅ種優先株式の自己株式数の増加 169 千株は、金銭を対価とする取得条項の行使によるものです。 

Ｅ種優先株式の自己株式数の減少 799 千株は、自己株式の消却によるものです。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 当事業年度中の配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 
配 当 額 

基準日 効力発生日 

2024 年６月 27 日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 58 百万円 10 円 

2024 年 

３月 31 日 

2024 年 

６月 28 日 

Ｂ種優先株式 24 百万円 8 円 
2024 年 

３月 31 日 

2024 年 

６月 28 日 

Ｄ種優先株式 189 百万円 
118 円 40

銭 

2024 年 

３月 31 日 

2024 年 

６月 28 日 

Ｅ種優先株式 33 百万円 200 円 
2024 年 

３月 31 日 

2024 年 

６月 28 日 

 
Ｆ種優先株式 26 百万円 

26 円 36

銭 

2024 年 

３月 31 日 

2024 年 

６月 28 日 

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 
配 当 額 

基準日 効力発生日 

2025 年６月 27 日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 58 百万円 

そ の 他 利 益

剰余金 
10 円 

2025 年 

３月 31 日 

2025 年 

６月 30 日 

Ｂ種優先株式 24 百万円 
そ の 他 利 益

剰余金 
8 円 

2025 年 

３月 31 日 

2025 年 

６月 30 日 

Ｄ種優先株式 199 百万円 
そ の 他 利 益

剰余金 

124 円 50

銭 

2025 年 

３月 31 日 

2025 年 

６月 30 日 

Ｆ種優先株式 185 百万円 
そ の 他 利 益

剰余金 
185 円 

2025 年 

３月 31 日 

2025 年 

６月 30 日 

（注）2025 年６月 27 日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を上記のとおり提案しております。 
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（金融商品関係) 

１． 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務など銀行業務を中心に金融サービスに係る事業を行

っており、市場の状況や長短のバランスを勘案して、資金の運用及び調達を行っております。 

このように、主として金利変動や価格変動を伴う金融資産と負債を保有しているため、当行は資産及び負債の総合的管理

（ALM:Asset Liability Management）を実施し、資産・負債のリスクを統合的に把握し、適正な管理を実施することに

より、経営の健全性の確保と経営資源の効率的活用による収益性の向上を図っております。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

①金融資産 

当行が保有する主な金融資産は、国内の事業者及び個人に対する貸出金及び国債や社債等の債券・株式・投資信託

等の有価証券であり、海外有価証券はありません。 

また、有価証券は、満期保有目的及びその他保有目的で保有しており、トレーディング目的では保有しておりません。 

これらの金融資産は、経済環境の変化や貸出先・発行体の財務状況の悪化等による信用力低下や債務不履行等の信

用リスクや、金利・株価等の市場変動等により価格や収益等が変動する市場リスク、市場流動性の低下により適正な価格

での取引が難しくなる市場流動性リスクに晒されております。 

 

②金融負債 

当行が保有する主な金融負債は、国内の事業者及び個人の預金であります。 

これらの金融負債は、金融資産と同様に、金利等の相場変動により価格やコスト等が変動する市場リスクや、市場の混

乱や信用力の低下等により資金の調達が困難となる市場流動性リスクに晒されております。 

        

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

当行は、リスク管理に関する方針や基本的事項を「リスク管理の基本方針」、「統合的リスク管理規程」にて制定し、これら

の規程等に基づき組織的なリスク管理態勢を構築しております。 

具体的には、取締役会をリスク管理態勢の上位機関とし、その下位に経営会議、頭取を委員長とする ALM/リスク管理

協議会を設置し、更にリスク種別毎に市場リスク部会や流動性リスク部会等を組織横断的に設置しております。 

あわせて総合企画部をリスク管理の統括部署とし、リスク種別毎に主管部署または担当部署を特定しております。 

このような組織態勢と各種規程・マニュアル等により金融商品に係る信用リスク・市場リスク・流動性リスク等を管理しており

ます。 

 

①信用リスクの管理 

当行は、銀行経営の健全性の観点から、貸出資産の健全性が重要であると考え、「クレジットポリシー」及び「信用リスク管

理規程」「与信決裁権限規程」等の信用リスクに関する管理諸規程に従い、融資部が主管となって与信案件の審査や与信

のポートフォリオ管理を行い、信用リスクを管理しております。 

与信限度額、内部格付、保証や担保の設定、開示債権への対応など与信管理に関する規程やマニュアルを整備し、営

業店を指導する一方、特に信用リスクの程度が大きい与信先等については、融資部が重点的に管理を行っております。 

また、組織横断的な信用リスク部会や与信案件協議機関として融資会議を設置し、案件次第では経営会議等に付議

する等により、信用リスクをコントロールし与信運営上のガバナンスを確保しております。 

 

②市場リスクの管理 

(ⅰ)金利リスク及び価格変動リスクの管理 

当行は、銀行経営の健全性の観点から、市場リスク管理は重要であると考えております。  

当行が保有する主な市場リスクには、金利市場や株式市場等の変動により収益や価格が変動するリスクがあるため、それ

らリスクを適時適切に計測し管理しております。 

「市場リスク管理規程」「統合的リスク管理細則」「市場リスク計測要領」等の規程及びマニュアルにリスク管理方法やリスク

計測手法等を明記し、ALM に関する方針に基づき、ALM/リスク管理協議会等においてリスク状況の報告や今後の対応の

協議等を行っております。 

また、有価証券については、経営会議で決定した運用施策や有価証券運用基準に従って運用しております。 
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(ⅱ)為替リスクの管理 

当行は、積極的な外貨建資産への投資を行っておりませんが、一部運用商品に含まれる為替リスクについては、他の市場

リスクと合わせて一定の限度内に収まるよう管理しております。 

 

③流動性リスクの管理 

当行は、銀行経営の健全性の観点から、資金調達に係る流動性リスクを重要と考え、流動性リスク管理規程等に基づき

管理しております。 

主管部署及び統括部署が日常的に資金管理を行う一方で、将来の資金運用を反映した資金繰り予想を行い、月次で

流動性リスク部会や ALM/リスク管理協議会に報告することにより、統合的に管理しております。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異

なることもあります。 

 

２． 金融商品の時価等に関する事項 

2025 年３月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株

式等及び組合出資金は、次表には含めておりません。（（注）参照）。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が

帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：百万円） 

 貸 借 対 照 表 

計 上 額 
時 価 差 額 

(1)有価証券 

   満期保有目的の債券 

   その他有価証券 

 

765 

108,960 

 

740 

108,960 

 

△25 

－ 

(2)貸出金 429,303   

   貸倒引当金(＊) △4,421   

 424,882 425,425 542 

資産計 534,609 535,127 517 

(1)預金 559,661 559,218 △443 

(2)譲渡性預金 400 399 △0 

負債計 560,061 559,618 △443 

 (※)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 
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（注） 市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有

価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 貸借対照表計上額 

①非上場株式(＊1) (＊2) 580 

②組合出資金(＊3) 535 

合 計 1,115 

(＊1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19 号 

2020 年３月 31 日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

(＊2)当該事業年度において、非上場株式について 111 百万円減損処理を行っております。 

(＊3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021

年６月 17 日）第 24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

３． 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる

資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定

した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価

の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

当事業年度（2025 年 3 月 31 日現在）                                （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

有価証券     

 その他有価証券     

  国債・地方債等 17,742 45,876 － 63,618 

  社債 － 29,993 2,435 32,428 

  株式 4,593 － － 4,593 

  その他 1,254 6,583 482 8,320 

資産計 23,589 82,452 2,918 108,960 

 

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

当事業年度（2025年3月31日現在）                          （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

 満期保有目的の債券     

    国債・地方債等 － 740 － 740 

貸出金 － － 425,425 425,425 

 資産計 － 740 425,425 426,166 

預金 － 559,218 － 559,218 

譲渡性預金 － 399 － 399 

 負債計 － 559,618 － 559,618 
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（注 1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しております。主に

上場株式や上場投資信託、国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。 

主に地方債、社債、円建外債がこれに含まれます。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻

請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時

価に分類しております。 

相場価格が入手できない社債（銀行保証付私募債）は、将来キャッシュフローの現在価値技法などの評価技法を用いて

時価を算定しており、レベル３の時価に分類しております。また、公表された相場価格のないユーロ円債については、業者より入

手した相場価格を時価としており、それらに用いたインプットに基づきレベル３の時価に分類しております。 

 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を

反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、

貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており

ます。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金等は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒引

当金を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に

近似しており、当該価額を時価としております。 

返済期限を設けていない貸出金は、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定され

るため、帳簿価額を時価としております。 

これらの取引につきましては、レベル３の時価に分類しております。 
 

負 債 

預金及び譲渡性預金 

要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金及び譲

渡性預金については、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を、新規に預金を受け入れた場合に使用する利率で割り引

いて時価を算定しております。 

当該時価はレベル２の時価に分類しております。 
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（注 2）時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル 3 の時価に関する情報 

（1）重要な観察できないインプットに関する定量的情報 

当事業年度（2025 年 3 月 31 日現在） 

区分 評価技法 
重要な観察できない 

インプット 
インプットの範囲 

インプットの 

加重平均 

有価証券     

 社債（私募債） 現在価値技法 デフォルト率 0.2％－2.1％ 0.3％ 

 その他(ユーロ円債) 現在価値技法 
オプション調整済 

スプレッド 

121.3bps－

121.7bps 
121.5bps 

 

（2）期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益 

当事業年度（2025 年 3 月 31 日現在） 

 
期首 

残高 

当期の損益または 

評価・換算差額等 
購入、売

却、発行

及び 

決済の純

額 

レベル 3

の時価へ

の振替 

レベル 3

の時価か

らの振替 

期末 

残高 

当期の損益に

計上した額のう

ち貸借対照表

において保有す

る金融資産の

評価損益 

損益に 

計上 

評価・換

算差額

等に計上

(＊) 

有価証券         

社債（私募債） 3,204 － △18 △750 － － 2,435 － 

その他 

 
487 － △4 － － － 482 － 

（※）貸借対照表の「評価・換算差額等」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。 

 

（3）時価評価のプロセスの説明 

当行は時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時

価は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しており、時価の算

定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。 

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第

三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及び類似の金融商品の時価との比較等の適

切な方法による価格の妥当性を検証しております。 

 

（4）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、格付別デフォルト率であり、ユーロ円債の時価の算定で

用いている重要な観察できないインプットはオプション調整済みスプレッドであります。これらのインプットの著しい増加（減少）

は、時価の著しい低下（上昇）を生じさせることとなります。 
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（有価証券関係) 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」を記載しております。 

１． 売買目的有価証券（2025 年３月 31 日現在） 

該当事項はありません。 
 

２． 満期保有目的の債券（2025 年３月 31 日現在） 

 種類 貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が貸借対照

表計上額を超え

るもの 

地方債 － － － 

時価が貸借対照

表計上額を超え

ないもの 

地方債 765 740 △25 

合計 765 740 △25 

 

３． 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2025 年３月 31 日現在） 

該当事項はありません。 

（注）市場価格のない子会社・子法人等株式（出資金）及び関連法人等株式の貸借対照表計上額 

 
貸借対照表計上額 

(百万円) 

子会社・子法人等株式（出資金）      188 

関連法人等株式      － 

合計      188 
 

４． その他有価証券（2025 年３月 31 日現在） 

 種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
取得原価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるもの 

株式 3,914 2,194 1,720 

債券 1,732 1,725 7 

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

 社債 1,732 1,725 7 

その他 36 29 7 

小計 5,684 3,948 1,735 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えないも

の 

株式 678 758 △79 

債券 94,314 

,22 

97,077 △2,762 

 国債 17,742 18,478 △735 

 地方債 45,876 47,104 △1,228 

 社債 30,696 31,494 △798 

その他 8,283 8,895 △611 

小計 103,276 106,730 △3,454 

合計 108,960 110,679 △1,718 

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額 

 
貸借対照表計上額 

(百万円) 

非上場株式 580 

組合出資金 346 

合計 927 

組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 

６月 17 日）第 24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 
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５． 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

６． 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 

 売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 358 135 － 

その他 242 － 76 

合計 601 135 76 
 

７． 減損処理を実施した有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取

得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもっ

て貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当事業年度における減損処理額はありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当事業年度末の時価が取得原価に比べて 50％以上下落した場合

は著しく下落したと判断し、30％以上 50％未満下落している場合は発行会社の財務内容、信用リスク及び過去の一定期間に

おける時価の推移等を勘案して判断しております。なお、債券については、30％未満の下落であっても、時価の下落が格付の引

下げ等による信用リスクの増大に起因して生じていると認められる場合もあるため、発行会社の信用リスクに係る評価等により、総

合的に判断しております。 

 

（金銭の信託関係) 

該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産  
税務上の繰越欠損金 1,149 百万円 
貸倒引当金 2,121 百万円 
減価償却超過額 66 百万円 
有価証券償却否認 276 百万円 
その他有価証券評価差額金 601 百万円 
その他 344 百万円 

繰延税金資産小計 4,560 百万円 
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △546 百万円 
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,874 百万円 

評価性引当額小計 △3,420 百万円 

繰延税金資産合計 1,140 百万円 
繰延税金負債  

前払年金費用 185 百万円 
資産除去債務 4 百万円 
その他 4 百万円 

繰延税金負債合計 193 百万円 
繰延税金資産の純額 946 百万円 

  

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律（2025年法律第13号）が2025年３月31日に成立したことに伴い、2026年４月

１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延

税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.45％から、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が

見込まれる一時差異等については31.35％となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は９百万円増加し、

法人税等調整額は同額減少しております。再評価に係る繰延税金負債は13百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少

しております。 
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（収益認識関係） 

 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 (単位：百万円) 

区分 
当事業年度 

（自 2024年４月１日至 2025年３月31日） 

役務取引等収益 1,341 

預金・貸出業務 528 

為替業務 360 

証券関連業務 3 

代理業務 99 

保護預り・貸金庫業務 5 

保証業務 8 

保険窓販業務 132 

投信窓販業務 203 

その他経常収益 13 

その他業務 13 

顧客との契約から生じる経常収益 1,354 

上記以外の経常収益 9,025 

外部顧客に対する経常収益 10,380 

（関連当事者情報） 

１. 関連当事者との取引 

   （1）役員及び個人主要株主等 

(単位：百万円) 

属性 
会社等の名称

または氏名 

議決権等の

所有(被所

有)割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員の 

近親者 

秦野 晃郎 

(注１) 
－ 与信取引先 

資金の貸付 

(注２、３) 
－ 貸出金 23 

利息の受取 0 その他資産 0 

(注)１．当行の取締役監査等委員秦野真郎の近親者であります。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等は、一般の取引条件と同様に決定しております。 

   ３．資金の貸付については無担保で行っております。 

 

（１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 788円57銭 

なお、１株当たりの純資産の計算においては、純資産から優先株式の発行金額29,000百万円を控除しております。 

１株当たりの当期純利益金額 106円74銭 

 

（持分法損益等） 

該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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（単位：百万円）

金　　額 金　　額

(資産の部) (負債の部)

54,724 559,661

現 金 8,297 8,311

預 け 金 46,426 327,832

110,842 867

国 債 17,742 64

地 方 債 46,641 205,739

社 債 32,428 4,157

株 式 5,173 12,688

そ の 他 の 証 券 8,855 400

429,303 4,341

割 引 手 形 960 197

手 形 貸 付 27,618 133

証 書 貸 付 372,997 516

当 座 貸 越 27,726 515

844 0

未 決 済 為 替 貸 156 143

前 払 費 用 57 175

未 収 収 益 368 2,659

株 式 交 付 費 34 248

そ の 他 の 資 産 227 459

6,053 332

建 物 1,124

土 地 4,419

リ ー ス 資 産 130 565,443

建 設 仮 勘 定 16 (純資産の部)

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 362 13,495

285 11,352

ソ フ ト ウ ェ ア 279 11,352

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 6 10,157

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 0 1,274

595 8,882

946 繰 越 利 益 剰 余 金 8,882

332 △ 93

△ 4,429 34,912

0 △ 1,718

0 862

△ 856

34,056

599,499 599,499

科　　　目 科　　　目

有 形 固 定 資 産

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

そ の 他 の 預 金

未 決 済 為 替 借

賞 与 引 当 金

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用

資 本 準 備 金

貸 倒 引 当 金

純 資 産 の 部 合 計

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

支 払 承 諾 見 返

繰 延 税 金 資 産

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

未 払 法 人 税 等

そ の 他 の 負 債

未 払 費 用

前 受 収 益

給 付 補 填 備 金

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

資 本 金

支 払 承 諾

資 産 の 部 合 計

負 債 の 部 合 計

第107期末（2025年３月31日現在）貸借対照表

現 金 預 け 金

有 価 証 券

貸 出 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

そ の 他 資 産

預 金

譲 渡 性 預 金

そ の 他 負 債

リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務
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（単位：百万円）

10,380

8,504

7,724

609

30

139

0

1,341

360

981

21

9

11

513

301

135

76

9,035

345

338

6

0

0

0

1,132

52

1,080

150

131

19

0

6,586

820

50

530

111

128

1,344

0

0

216

0

215

1,128

104

△ 13

90

1,037

〕 損益計算書

受 入 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 収 益

金　　　　　　　　　　額

2024年４月１日から

2025年３月31日まで

科　　　　　　　　　　目

貸 出 金 利 息

有 価 証 券 利 息 配 当 金

コ ー ル ロ ー ン 利 息

預 け 金 利 息

そ の 他 の 受 入 利 息

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

第107期 〔

国 債 等 債 券 売 却 益

国 債 等 債 券 償 還 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

償 却 債 権 取 立 益

株 式 等 売 却 益

そ の 他 の 経 常 収 益

貸 出 金 償 却

株 式 等 償 却

そ の 他 の 役 務 費 用

国 債 等 債 券 売 却 損

そ の 他 の 業 務 費 用

預 金 利 息

譲 渡 性 預 金 利 息

コ ー ル マ ネ ー 利 息

借 用 金 利 息

支 払 為 替 手 数 料

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

特 別 損 失

株 式 交 付 費 償 却

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

貸 倒 引 当 金 繰 入 額


